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■「後期高齢者医療被保険者証の一斉更新」について 

令和３年８月１日は被保険者証の更新日です。新しい被保険者証は７月下旬に郵送しますの

で、お手元に届きましたら記載内容をご確認ください。期限の切れた被保険者証は破棄するか

返還してください。 

※令和２年中の所得状況によって、８月１日から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合

があります。 

※新しい被保険者証の有効期限内であっても、所得や世帯構成の変更、国による自己負担割合

の見直し（令和４年１０月以降を予定）などにより、自己負担割合に変更が生じた場合には、

改めて更新されます。 

 

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について 

被保険者で住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定

証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額まで

となり、入院時には食事代が減額されます。 

また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が１４５万円以上６９０万円未満の被保険

者がいる方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、一つの医療機関への医

療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。 

現在これらの認定証を交付されている方で、所得状況等によって引き続き認定される方に

は、８月から使用する新しい認定証を 7月下旬に郵送しますので、更新手続の必要はありませ

ん。 

新たにこれら認定証の交付を希望する方は、被保険者証と印鑑を持参の上、福祉課または両

支所で手続きしてください。 

 

■「令和３年度の保険料」について 

      

均 等 割 額 
［被保険者全員が納める額］ 

＋ 
所 得 割 額 

［所得に応じて納める額］ 
＝ 

保険料額 
(限度額６４万円) 

４４，４００円 基礎控除後の所得（※１）×８．３０％  

◎均等割額、所得割率はこれまでと変わりません。 

 

※１ 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（４３万円）を差し引いた額

です。 

後後期期高高齢齢者者医医療療被被保保険険者者ののみみななささままへへ  
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■令和３年度保険料の軽減措置について 

◆所得が低い方の軽減 

・同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられま 

す。令和３年度は次のとおりとなります。 

令和２年度  令和３年度 
世帯の所得額の合計 軽減割合 世帯の所得額の合計 軽減割合 

３３万円以下 ７．７５割 
４３万円＋１０万円×

（給与所得者等（※1）の

数－１）以下 
７   割 

３３万円以下かつ被保

険者全員の年金収入が

年額８０万円以下（そ

の他の各種所得がな

い） 

７   割    

３３万円＋（２８．５ 
万円×被保険者の数） 
以下  

５   割 

４３万円＋（２８．５万円

×被保険者の数）＋１０万

円×（給与所得者等（※1）
の数－１）以下  

５   割 

３３万円＋（５２万円×

被保険者の数）以下  
２   割 

４３万円＋（５２万円×被

保険者の数）＋ 
１０万円×（給与所得者等

（※1）の数－１）以下  

２   割 

※1 給与所得者等（給与所得を有する者または、公的年金等に係る所得を有する者が２人以上

いる世帯に適用） 

 

■被用者保険の被扶養者であった方の軽減 

・後期高齢者医療に加入してから２年間は、均等割額が５割軽減されます。 

・所得割額の負担はありません。 

■被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合など

です。 

■世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減（７割軽減）が受けられます。 

■「保険料の減免等」について 

災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合や、新型コロナウイルス感染症

の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合は、申請によって保険料の減免

等が認められることがありますので、ご相談ください。 

 

□問合せ先  福祉課 ＴＥＬ ７４－２１１７ 

青森県後期高齢者医療広域連合 ＴＥＬ ０１７－７２１－３８２１ 
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■採用試験 令和３年９月１９日（日）実施  

受付期間：７月１２日（月）～８月２７日（金） 
職 種 採用予定人員 受験資格 

看護師・助産師 １０名程度 昭和５７年４月２日以降に生まれた方

で左記職種の免許を有する方または令

和４年４月３０日までに免許を取得す

る見込みのある方 

薬剤師 ２名程度 
診療放射線技師 １名程度 
臨床検査技師 ３名程度 
作業療法士 １名程度 

■採用日 

 令和４年４月１日 
 ※詳細は、つがる西北五広域連合ホームページ（http://www.tsgren.jp/）をご確認くださ

い。 
□申込・問合せ先 

 つがる西北五広域連合病院運営局人事課 
 住所 〒０３７－００７４ 青森県五所川原市字岩木町１２番地３ つがる総合病院３階 
 ＴＥＬ ０１７３－２６－６３６３（内線２３２７） 
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令令和和３３年年度度つつががるる西西北北五五広広域域連連合合  

病病院院事事業業医医療療職職員員採採用用試試験験（（第第２２回回））  



発発令令さされれるる避避難難情情報報がが変変わわりりままししたた！！  
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避難情報が変更になったことにより、毎戸配布済の青森県防災ハンドブック「あおもりお

まもり手帳」の内容が一部改訂されましたので、次の内容の該当部分を切り取り張り付ける

などしてご使用ください。 
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http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/bosaikikikanri/bos ai_handbook.html 
 

電子ファイルをご希望の方は、上記ＵＲＬまたはＱＲコードからＨＰへ 
アクセスして、取得してください。 

□問合せ先 

 総務課 防災係 ＴＥＬ ７４－２１１２ 
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◆◆申申請請手手続続きき  

①町へ「深浦町飲食店感染防止対策認証申請書（様式第１号）」及び「食品衛生法 

に基づく営業許可証の写し」を提出する。 

②町からの現地調査（店内チェック）を受け、１５項目の基準をクリアした飲食店 

 が深浦町から認証書を受領し、店内に掲示する。 

※ 基準をクリアできない飲食店には認証書及び補助金は交付できません。 

③飲食店から町へ「申請書兼請求書（様式第 1号）」「実績報告書（様式第 2号）」 

「設備設置後の写真」「宛名のある領収書・レシート等の写し」を提出する。 

◆◆補補助助金金支支給給例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

  (1)原則、県補助金を活用し購入した物品等を再度町の補助金に充てることはできま 

せんので、県補助金で購入する物品、町補助金で購入する物品と分けて申請くだ 

さい。（一部、県補助と町補助を併用できる物品もあります。ご相談ください） 

(2)リース・改修費等は対象外となります。 

お問合せ先：深浦町観光課商工振興係  

電   話：７４－４４１２ 
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～～安安全全・・安安心心～～  

  
  

  
  

  

  

深浦町飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金  
  

  

  
  

  

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症防防止止対対策策をを適適切切にに  

実実施施ししてていいるる飲飲食食店店をを町町がが応応援援ししまますす！！  

  ＜町町がが最最大大１１００万万円円補補助助＞＞ 

◆◆補補助助対対象象要要件件  
「「深深浦浦町町飲飲食食店店感感染染防防止止対対策策認認証証店店舗舗」」のの認認証証をを受受けけたた飲飲食食店店  

(1)深浦町飲食店感染防止対策認証基準（１５項目）をクリアした飲食店であること。 

(2)深浦町飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金交付要綱第２条の条件を 

満たしていること。 

  ※ あおもり飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金を活用した事業者も対象 

   となります。（詳しくは、町観光課までお問い合わせください） 

◆◆補補助助対対象象外外  
    店内で飲食することを主たる目的とする設備を有しない飲食店 

  （テイクアウト型、デリバリー型等） 

例１）総事業費：20 万円の場合 

     町補助金：10 万円（上限 10 万円のため） 

     自己負担：10 万円 

例２）総事業費：8万円の場合 

     町補助金：8万円 

     自己負担：0円 
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